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民
生
常
任
委
員
会
は
、
六
月

十
一
日
に
開
催
さ
れ
、委
員
長
、

副
委
員
長
を
互
選
に
よ
り
選
出

し
た
後
、
議
案
一
件
、
陳
情
二

件
を
審
査
し
た
。
そ
の
結
果
、

議
案
は
可
決
す
べ
き
も
の
、
陳

情
は
す
べ
て
趣
旨
不
了
承
と
決

定
し
た
。

ま
た
、
①
平
成
二
十
一
年
度

藤
沢
市
民
病
院
医
療
事
故
等
の

報
告
②
藤
沢
市
災
害
時
要
援
護

者
避
難
支
援
プ
ラ
ン
全
体
計
画

の
策
定
及
び
支
援
体
制
づ
く
り

③
（
仮
称
）
藤
沢
市
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
整
備
・
運
営
事
業

の
進
　
状
況
と
今
後
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
―
―
以
上
三
件
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
た
。

〇
藤
沢
市
災
害
時
要
援
護
者
避

難
支
援
プ
ラ
ン
全
体
計
画
の
策

定
及
び
支
援
体
制
づ
く
り
に
つ

い
て〈

市
の
説
明
〉

こ
の
全
体
計
画
は
、
大
規
模

地
震
等
の
災
害
発
生
時
に
お
け

る
要
援
護
者
へ
の
支
援
を
適
切

か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

国
の
「
災
害
時
要
援
護
者
の
避

難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏

ま
え
、
災
害
時
要
援
護
者
の
避

難
支
援
対
策
に
つ
い
て
基
本
的

な
考
え
方
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
自
助
と
地
域
の
共
助
を

基
本
と
し
、
市
に
よ
る
公
助
と

連
携
し
て
、
災
害
時
要
援
護
者

の
避
難
支
援
体
制
の
整
備
を
図

り
、
地
域
の
安
全
・
安
心
体
制

を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

主
な
内
容
は
、
①
在
宅
の
ひ

と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
障
が

い
者
及
び
介
護
保
険
の
要
介
護

三
以
上
の
方
を
重
点
的
、
優
先

的
に
対
応
す
る
こ
と
を
基
本
に
、

地
域
で
要
援
護
者
の
実
態
等
を

把
握
し
、
地
域
に
応
じ
た
取
り

組
み
を
進
め
る
こ
と
②
守
秘
義

務
確
保
の
た
め
、
自
主
防
災
組

災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン

全

体

計

画

を

策

定
民  生 民  生 

災害時要援護者の支援のためマニュアルとハンドブックを作成
織
等
が
誓
約
書
等
を
提
出
し
、

対
象
者
の
住
所
や
氏
名
等
の
基

本
的
な
情
報
の
提
供
を
受
け
、

避
難
支
援
に
必
要
な
要
援
護
者

の
身
体
状
況
等
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
も
、
民
生
委
員
・
児

童
委
員
と
連
携
を
図
り
、
要
援

護
者
本
人
や
家
族
か
ら
収
集
す

る
こ
と
③
地
域
や
市
に
お
け
る

避
難
支
援
体
制
に
つ
い
て
は
、

地
域
や
市
民
セ
ン
タ
ー
・
公
民

館
及
び
本
庁
担
当
課
の
平
常
時

と
災
害
時
の
役
割
を
示
す
こ
と

④
避
難
支
援
プ
ラ
ン
策
定
の
進

め
方
に
つ
い
て
は
、
自
主
防
災

組
織
等
は
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
し
な

が
ら
進
め
る
こ
と
⑤
災
害
時
要

援
護
者
、
自
主
防
災
組
織
等
や

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
地
域

の
避
難
支
援
者
に
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
を
配
布
し
、
災
害
時
要
援
護

者
の
避
難
支
援
を
地
域
で
実
践

す
る
た
め
、
要
援
護
者
の
避
難

訓
練
を
防
災
訓
練
に
取
り
入
れ

る
な
ど
防
災
意
識
の
向
上
や
地

域
防
災
の
充
実
に
努
め
る
こ
と

⑥
避
難
施
設
に
お
け
る
支
援
対

策
と
し
て
、
要
援
護
者
の
避
難

状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
対

応
が
必
要
と
な
る
た
め
通
常
時

か
ら
対
策
を
講
じ
る
こ
と
⑦
各

関
係
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
、

自
主
防
災
組
織
等
、民
生
委
員
・

児
童
委
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

社
会
福
祉
施
設
な
ど
の
役
割
を

位
置
づ
け
る
こ
と
―
―
以
上
で

あ
る
。

地
域
に
お
け
る
避
難
支
援
体

制
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、
本
年

四
月
か
ら
順
次
、
各
地
域
の
自

主
防
災
組
織
等
や
民
生
委
員
・

児
童
委
員
を
対
象
に
説
明
会
を

実
施
し
て
お
り
、
市
民
セ
ン
タ

ー
・
公
民
館
と
連
携
し
な
が
ら

支
援
体
制
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
。

〇
（
仮
称
）
藤
沢
市
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
整
備
・
運
営
事
業

の
進
　
状
況
と
今
後
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
つ
い
て

〈
市
の
説
明
〉

藤
沢
市
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
に
つ
い
て
は
、
不
燃
ご
み
等

の
処
理
を
行
う
破
砕
施
設
と
ビ

ン
・
缶
等
資
源
の
中
間
処
理
を

行
う
資
源
化
施
設
を
更
新
し
、

環
境
啓
発
施
設
と
あ
わ
せ
て
総

合
的
資
源
循
環
施
設
と
し
て
整

備
す
る
も
の
で
、
施
設
の
規
模

は
、
全
体
で
一
日
当
た
り
百
三

十
二
�
の
処
理
能
力
を
計
画
し

て
い
る
。

事
業
者
の
公
募
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
二
年
一
月
八
日
に
行

い
、
公
募
説
明
書
及
び
要
求
水

準
書
等
を
公
表
し
た
。
二
月
十

五
日
に
は
、
応
募
が
あ
っ
た
三

社
の
経
営
状
況
や
建
設
、
運
営

等
の
実
績
に
つ
い
て
資
格
審
査

を
行
い
、
す
べ
て
の
応
募
事
業

者
が
合
格
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
本
審
査
の
応
募
状
況
に
つ

い
て
は
、
締
め
切
り
日
で
あ
る

四
月
三
十
日
ま
で
に
す
べ
て
の

資
格
審
査
通
過
者
か
ら
の
応
募

書
類
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
、
六
月
二
十
四
日
の

事
業
審
査
委
員
会
で
本
審
査
を

実
施
し
、
優
先
交
渉
権
者
を
決

定
後
、
七
月
に
工
事
請
負
の
仮

契
約
を
締
結
し
、
九
月
議
会
で

の
審
議
後
に
本
契
約
を
締
結
す

る
。
さ
ら
に
、
既
存
施
設
を
運

転
し
な
が
ら
整
備
工
事
を
進
め
、

破
砕
施
設
及
び
資
源
化
施
設
は

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
、

環
境
啓
発
施
設
は
同
年
十
二
月

三
十
一
日
に
竣
工
を
予
定
し
て

い
る
。
各
施
設
の
運
営
及
び
維

持
管
理
期
間
に
つ
い
て
は
、
四

十
五
年
三
月
末
ま
で
と
し
て
い

る
。

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し

方
針
（
素
案
）
を
報
告

建 設  建 設  

め
に
地
域
内
の
交
通
を
処
理
す

る
補
助
幹
線
街
路
と
し
て
②

（
仮
称
）
遠
藤

原
線
で
、
西

北
部
地
域
総
合
整
備
構
想
に
お

け
る
「
新
産
業
の
森
地
区
」
の

土
地
利
用
転
換
の
た
め
の
都
市

基
盤
整
備
に
必
要
な
補
助
幹
線

街
路
と
し
て
③
（
仮
称
）
長
後

駅
西
口
駅
前
通
り
線
で
、
長
後

駅
西
口
の
道
路
計
画
の
課
題
を

解
消
す
る
た
め
、
通
過
交
通
と

駅
目
的
交
通
を
分
離
す
る
た
め

の
補
助
幹
線
街
路
と
し
て
④

（
仮
称
）
湘
南
台
寒
川
線
で
、

現
在
事
業
中
の
さ
が
み
縦
貫
道

路
の
（
仮
称
）
寒
川
北
イ
ン
タ

ー
へ
の
骨
格
道
路
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
お
り
、
本
市
か
ら

広
域
高
速
道
路
網
に
ア
ク
セ
ス

す
る
主
要
幹
線
と
し
て
―
―
以

上
四
路
線
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
見
直
し
方
針
（
素
案
）

に
つ
い
て
、
七
月
一
日
か
ら
一

カ
月
間
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
し
、
そ
の
後
、
都
市
計

画
審
議
会
で
の
審
議
を
経
て
、

秋
ご
ろ
を
目
標
に
市
民
の
意
見

を
反
映
し
た
方
針
（
案
）
を
策

定
し
、
そ
の
周
知
を
行
う
。

「
廃
止
」
候
補
に
つ
い
て
は
、

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
手
続
を

進
め
、「
存
続
」
と
「
追
加
」

候
補
に
つ
い
て
は
、
そ
の
優
先

順
位
や
ル
ー
ト
構
造
等
に
係
る

課
題
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検

討
を
行
う
。

ま
た
、事
業
化
に
向
け
て
は
、

新
総
合
計
画
と
の
整
合
を
図
っ

て
い
く
。

な
お
、
今
後
の
都
市
計
画
道

路
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
社
会

状
況
の
変
化
や
都
市
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
等
の
改
定
時
期
に
合
わ

せ
て
、
必
要
に
応
じ
て
実
施
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

建
設
常
任
委
員
会
は
、
六
月

十
日
に
開
催
さ
れ
、
委
員
長
、

副
委
員
長
を
互
選
に
よ
り
選
出

し
た
後
、
議
案
二
件
、
陳
情
一

件
を
審
査
し
た
。
そ
の
結
果
、

議
案
は
す
べ
て
可
決
す
べ
き
も

の
、
陳
情
は
趣
旨
了
承
と
決
定

し
た
。
ま
た
、
①
藤
沢
市
地
産

地
消
推
進
計
画
の
策
定
②
湘
南

Ｃ
―
Ｘ
（
シ
ー
ク
ロ
ス
）
の
取

組
③
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し

の
取
組
④
村
岡
地
区
の
ま
ち
づ

く
り
⑤
下
水
道
中
長
期
ビ
ジ
ョ

ン
―
―
以
上
五
件
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
た
。

〇
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
の

取
組
に
つ
い
て

〈
市
の
説
明
〉

都
市
計
画
道
路
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月

に
議
会
へ
報
告
し
た
「
都
市
計

画
道
路
見
直
し
の
基
本
的
な
考

え
方
」
に
基
づ
き
、
都
市
計
画

道
路
が
担
う
さ
ま
ざ
ま
な
機
能

か
ら
必
要
性
の
検
証
を
行
い
、

見
直
し
を
進
め
て
き
た
。

見
直
し
作
業
で
は
、
都
市
計

画
道
路
見
直
し
専
門
部
会
で
の

審
議
や
都
市
計
画
審
議
会
で
の

議
論
を
踏
ま
え
、
市
全
体
の
道

路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
か
ら

検
証
し
て
き
た
結
果
、
個
別
の

路
線
に
つ
い
て
の
「
存
続
」、

「
廃
止
」
及
び
「
追
加
」
の
方

針
の
素
案
を
ま
と
め
た
。

本
市
の
都
市
計
画
道
路
は
、

本
年
四
月
一
日
現
在
、
延
長
約

百
六
十
二
�
�
を
都
市
計
画
決

定
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
約

百
十
六
�
�
が
整
備
済
み
と
な

っ
て
い
る
一
方
、
約
二
十
二
�

�
が
長
期
未
着
手
路
線
と
な
っ

て
い
る
。

見
直
し
に
当
た
り
、
自
動
車

の
交
通
機
能
、
歩
行
者
・
自
転

車
の
交
通
機
能
、
環
境
機
能
、

防
災
機
能
、市
街
地
形
成
機
能
、

他
事
業
と
の
整
合
、
土
地
利
用

と
の
整
合
、
ま
ち
づ
く
り
と
の

整
合
及
び
代
替
機
能
の
九
つ
の

観
点
か
ら
必
要
性
の
検
証
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
長
期
未
着

手
路
線
十
七
路
線
三
十
三
区
間

の
対
象
路
線
・
区
間
の
う
ち
、

広
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
都
市
計

画
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点

及
び
防
災
上
の
観
点
か
ら
必
要

性
の
高
い
十
四
路
線
二
十
八
区

間
を
「
存
続
」
候
補
と
し
、
必

要
性
の
低
い
四
路
線
五
区
間
を

「
廃
止
」
候
補
と
し
た
。
あ
わ
せ

て
、
将
来
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
の
た
め
、
必
要
性
の
高

い
四
路
線
を
「
追
加
」
候
補
と

し
た
。

「
廃
止
」
候
補
の
五
区
間
は
、

片
瀬

堂
線
の
一
部
、
石
名
坂

立
石
線
の
一
部
、
善
行
西
俣
野

線
の
二
区
間
、
村
岡
西
富
線
の

一
部
で
あ
り
、
総
合
的
判
断
と

し
て
は
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ

る
機
能
が
な
い
、
も
し
く
は
少

な
い
こ
と
、
片
側
の
都
市
計
画

道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
な
い

こ
と
及
び
同
様
の
機
能
を
果
た

す
代
替
路
線
が
存
在
す
る
こ
と

が
理
由
で
あ
る
。

「
追
加
」
候
補
は
、
①
（
仮

称
）
南
北
線
で
、
大
規
模
工
場

跡
地
の
土
地
利
用
転
換
を
契
機

に
、
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
の
南
北
横

断
の
課
題
な
ど
に
対
処
す
る
た
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神奈川県最低賃金改定等に関する陳情

介護保険で訪問カットが適用できるよう求める

意見書を国に提出することについての陳情

藤沢市と市民病院に謝罪を求める陳情

子ども手当の廃止を求める意見書の提出につい

ての陳情

選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書

の提出についての陳情

人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出

についての陳情

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対

する意見書の提出についての陳情

日本政府が米政府に普天間基地の無条件撤去を求

めるよう政府に対し意見書の提出を求める陳情

米政府に普天間基地の無条件撤去を求める国へ

の意見書提出の陳情

善行６丁目の「市民農園」用地取得に関する陳情

受　理
年月日

陳情
番号 件　　　　　　　　　名 付　託

委員会 審 査 結 果

■■■ 請願の処理状況　■■■

２２.０６.０１２２-０１ 議 運 ２２.０６.１８ 不採択土地開発公社による善行の私有地買い取り問題
についての請願

受　理
年月日

請願
番号 件　　　　　　　　　名 付　託

委員会 議決結 果


